
 

6 月は違法な不用品回収業者撲滅月間です。 
家電製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）を買い替える場合は、購入する

小売店へ。 
廃棄のみの場合は、購入した小売店にご相談ください。購入した小売店がわからない場合、市ＨＰ

に掲載されている西宮電化商組合義務外品引取協力店へご相談ください。 
使用済小型家電（廃家電 4 品目以外）は、市の設置した回収ボックス（縦 20 ㎝×横 35 ㎝）にお願

いします。詳しくは市ＨＰをご覧ください。 
 
連絡先 西宮市 美化企画課 TEL 0798-35-8653 家電製品 小型家電 


